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１．減免額の計算方法 

留意点および計算例の追記を行っております。従来の計算方法から変更はありません

が、今年度の問い合わせを踏まえ、減免額を計算する際、実際に発生した授業料額（Ｃ）

を100円未満に切り捨てる必要があることを明記しました。 

また、同様に問い合わせが多かったケースを参考に計算例を追記しております。 

【授業料等減免事務処理要領（第３版）⑦減免額の計算方法（まとめ）（23ページ）】 

 

２．認定の取り消し等にかかる通知  

令和３年12月７日付事務連絡（「大学等における修学の支援に関する法律第12条第２項

及び同法施行規則第17条の規定に基づく届出について」）でも周知させていただいたとお

り、授業料等減免の対象者に対して認定の取り消しを行った場合、機関要件確認者に対

して「認定取消に係る届出」を提出していただく必要があることから、届出の提出に関す

る記載および届出の様式（Ａ様式11）を追加しております。 

【授業料等減免事務処理要領（第３版）第１章第６節（２）③（56ページ）、第10節（１）③ 

（83ページ）、様式（雛形）一覧 様式11】 

 

３．家計急変事由による申請の場合の証明書類  

生計維持者の一方（又は両方）が失職した場合の証明書類について変更がありました

ので、記載の内容を変更しています。 

【授業料等減免事務処理要領（第３版）第１章第８節（１）①（66ページ）】 

 

４. 大学等進学前の家計急変について 

新入生について、入学前年の１月以降に家計が急変した学生等を入学月から３月以内

の申込を受け付けることとしておりましたが、入学前々年の１月以降に家計が急変した

学生等についても、申し込みを受け付ける旨、変更しています。 

【授業料等減免事務処理要領（第３版）第１章第８節（３）③（68ページ）】 

 

このほか、授業料等減免事務処理要領（第３版）においては、時点更新や令和３年度中にお知ら

せした変更点の反映、多く寄せられた問い合わせの追記等を行っています。すべての記載の変更箇

所については「見え消し版」をご参照ください。 

また、今後、交付申請に使用するエクセルファイルの変更、JASSOから学校・支弁者に提供される

データの追加・変更を予定しています。いずれも、別途ご連絡いたします。 


